
○2014年度 同志社大学動物実験委員会委員 

同志社大学動物 

実験委員会規程 

研究機関等における

動物実験等の実施に

関する基本指針 

氏  名 所 属 部 課 専 門 分 野 

第３条 (1) ③学識経験者 横川 隆一 生命医科学部・ 

生命医科学研究科 

ロボット工学 

第３条 (2) ③学識経験者 山下 利彦 施設部（職員） 

 

大学全体の施設管理責任者 

第３条 (3) ③学識経験者 市川 寛 生命医科学部・ 

生命医科学研究科 

消化器内科学，臨床栄養学 

 

第３条 (4) ③学識経験者 小林 聡 生命医科学部・ 

生命医科学研究科 

生化学，分子生物学 

第３条 (5) ③学識経験者 田口 聡志 商学部・ 

商学研究科 

会計学，監査論 

第３条 (6) ②実験動物有識者 力丸 裕 生命医科学部・ 

生命医科学研究科 

聴覚生理学、聴覚心理学、神経

行動学，生物ソナー，音声知覚、

神経科学（含脳科学） 

第３条 (6) ①動物実験有識者 井澤 鉄也 

 

スポーツ健康科学部・ 

スポーツ健康科学研究科 

スポーツ生理・生化学 

 

第３条 (6) ①動物実験有識者 青山 謙二郎 心理学部・ 

心理学研究科 

実験系心理学，学習心理学，行

動分析学，食行動の心理学 

第３条 (6) ②実験動物有識者 高森 茂雄 脳科学研究科 

 

神経科学 

第３条 (7) ③学識経験者 橋本 雅文 理工学部・ 

理工学研究科 

ロボット工学，メカトロニク

ス，センシング工学，制御工学 

第３条 (7) ③学識経験者 伊藤 利明 生命医科学部・ 

生命医科学研究科 

応用数学 

 

【同志社大学動物実験委員会規程（抜粋）】 

（構成） 
第３条 委員会は，次の者をもって構成し，委員は学長が委嘱する。 

(1) 動物実験を実施する学部又は研究科の長から１名 
(2) 施設部長 
(3) 保健センター所長 
(4) 環境保全・実験実習支援センター副所長から１名 
(5) 倫理審査主事から１名 
(6) 動物実験及び実験動物に関して専門的知識を有する者で，生命医科学部，スポーツ健康

科学部，心理学部，及び脳科学研究科から各 1名 
(7) 動物実験等に直接関与しない者で学識経験を有する者 ２名 

２ 委員会に委員長を置き，前項第 1号の委員をもってあてる 
３ 委員長は，委員会を主宰し，代表する。 

 

【研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（抜粋）】 
第３ 動物実験委員会 
１，２ （略） 
３ 動物実験委員会の構成 

動物実験委員会は、研究機関等の長が次に掲げる者から任命した委員により構成する 
こととし、その役割を十分に果たすのに適切なものとなるよう配慮すること。 
①動物実験等に関して優れた識見を有する者（上記表では「①動物実験有識者」と称す。） 
②実験動物に関して優れた識見を有する者（上記表では「②実験動物有識者」と称す。） 
③その他学識経験を有する者（上記表では「③学識経験者」と称す。） 


